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計 画 書 
 
阪神間都市計画防災街区整備地区計画の決定（尼崎市決定） 
都市計画 浜地区防災街区整備地区計画を次のように決定する。 

名 称 浜地区防災街区整備地区計画 

位 置 尼崎市浜三丁目、次屋一丁目及び潮江二丁目の各一部 

面 積 約９．１ｈａ 

地区計画の目標 当地区は、戦前の旧村落から発展したまちである。十分な基盤整備を伴わないまま
市街化が急速に進行したため、道路が狭く木造住宅も密集し、地震や火災の時に大規
模災害の恐れの大きい「密集市街地」として指定されている。 
当地区の整備にあたっては、『浜・次屋の地域の良さを活かした、安全・安心まち
づくり』の実現に向けて、「災害に強い安全・安心なまち」、「若者も住みやすい親
しみのあるどこにでもある穏やかなまち」を目標に、防災性の向上や快適な住環境の
形成に取り組む。 
 

土地利用の方針 地区の安全性の向上を図るとともに、ＪＲ尼崎駅に近い利便性を活かして、土地利
用の増進と住環境の向上を図り、魅力的な都市型住宅地を形成する。 
 

地区施設及び地
区防災施設の整
備の方針 

１．地区防災施設 
地区全体の安全性確保のため、災害時における円滑な避難、消防、救護等の防災活
動と延焼抑制などに資する既存道路を地区防災施設として位置づけ、沿道建物の建て
替え促進により、道路空間及び連続したオープンスペースを確保する。 
２．地区施設 
防災性の向上とともに、土地利用の増進及び住環境の向上を図るため、個別の建築
活動の積み重ねにより、道路空間及び連続したオープンスペースを確保し、区画道路
の改善を誘導する。 
 

建築物等の整備
の方針 

小規模な木造住宅等の建て替えや不燃化を促進し、安全な建築物を整備する。 
宅地規模、建築物の形態、道路に面した部分の形態制限の合理化、建築物の防災性
能の強化などに留意して整備し、都市型住宅地にふさわしい健全で適正な居住水準を
確保する。 
建築物の高さを整え、道路沿いのオープンスペースを連続させるとともに、道路空
間の環境に配慮し、まとまりある街並みを形成する。 
 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

その他当該区域
の整備、開発及
び保全に関する
方針 

火災時の延焼防止、地球環境への配慮及び緑豊かで潤いのある市街地環境を形成す
るため、敷地内の緑化等に配慮することとする。 
壁面後退区域については、地域の防災性を高めるために、緊急自動車の通路及び避
難通路の確保を目的としていることから、工作物を設置しないこととするとともに、
道路との段差をなくすなど交通の妨げとならないようにすること。 
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種類 名称 幅員 延長 備考 

道路 地区防災道路１号 約 ６．０～７．５ ｍ 約 ５２９ ｍ  

地区防災道路２号 約 ４．６～１０．４ ｍ 約 ２２５ ｍ  

地
区
防
災
施
設
の
区
域 

 

地区防災道路３号 約 ５．０ ｍ 約  ８３ ｍ  

区分 名称 幅員 延長 備考 

区画道路 区画道路１号 約 ４．０ ｍ 約 １２５ ｍ  

 区画道路２号 約 ４．０ ｍ 約 １２５ ｍ  

地区施設の
配置及び規
模 

 区画道路３号 約 ６．２～９．１ ｍ 約 １４０ ｍ  

  区画道路４号 約 ４．０ ｍ 約 １１０ ｍ  

  区画道路５号 約 ４．０～４．５ ｍ 約 １９５ ｍ  

  区画道路６号 約 ４．０ ｍ 約  ４０ ｍ  

  区画道路７号 約 ４．０ ｍ 約 ２７０ ｍ  

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画 

  区画道路８号 約 ４．０～５．０ ｍ 約 １００ ｍ  

 

  区画道路９号 約 ４．０ ｍ 約 １１５ ｍ  

 

  区画道路１０号 約 ８．０ ｍ 約  ６０ ｍ  

 

  区画道路１１号 約 ４．０ ｍ 約 １２０ ｍ  

 

  区画道路１２号 約 ４．０ ｍ 約 １２０ ｍ  

 
  区画道路１３号 約 ４．０～６．０ ｍ 約 １４５ ｍ  

 

  区画道路１４号 約 ４．０ ｍ 約  ６４ ｍ  

 

  区画道路１５号 約 ４．０ ｍ 約 １２５ ｍ  

 

  区画道路１６号 約 ４．０ ｍ 約 １４２ ｍ  

 

  区画道路１７号 約 ４．０ ｍ 約  ７３ ｍ  

 

  区画道路１８号 約 ４．０ ｍ 約 １５１ ｍ  

 

  区画道路１９号 約 ４．０ ｍ 約  ５９ ｍ  
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防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画 

建築物等に
関する事項 

建築物等の
用途の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 
（１）建築基準法（以下「法」という。）別表第２（に）項第３号に掲げる
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

（２）法別表第２（に）項第４号に掲げるホテル又は旅館 
（３）法別表第２（に）項第５号に掲げる自動車教習所 
（４）法別表第２（に）項第６号に掲げる床面積の合計が１５㎡を超える畜
舎 

（５）自動車車庫（建築物に附属する自動車車庫を除く。）で床面積の合計
が３００㎡を超えるもの又は２階以上の部分にあるもの 

（６）建築物に附属する自動車車庫で２階以上の部分にあるもの 
（７）法別表第２（ほ）項各号に掲げるもの（第２種住居地域及び近隣商業
地域に限る。） 

 

  建築物等の
容積率の最
高限度 

１．建築物の容積率は、１０分の２０（容積率が１０分の４０と定められて
いる地域にあっては、１０分の４０）以下でなければならない。 

２．前項の規定は、法第５２条第１４項又は第５９条の２第１項の規定に基
づく特定行政庁の許可を受けた建築物については、適用しない。 
 

  建築物等の
高さの最高
限度 

１．建築物の高さは、１２ｍ（その敷地が地区防災道路１号から３号までに
２ｍ以上接する建築物にあっては、１８ｍ）以下でなければならない。 
２．建築物の軒の高さは、１０ｍ（その敷地が地区防災道路１号から３号ま
でに２ｍ以上接する建築物にあっては、１５ｍ）以下でなければならない。 
３．前２項の規定は、消防署その他これに類する建築物又は法第５９条の２
第１項の規定に基づく特定行政庁の許可を受けた建築物については、適用
しない。 
 

  建築物の敷
地面積の最
低限度 

建築物の敷地面積は７０㎡以上でなければならない。ただし、次の各号のい
ずれかに該当し、その土地の全部を建築物の一の敷地として使用する場合
は、この規定を適用しない。 
（１）この地区計画が決定された際、現に建築物の敷地として使用されてい
る土地で７０㎡に満たないもの 

（２）この地区計画が決定された際、現に存する所有権その他の権利に基づ
いて建築物の敷地として使用するならば７０㎡に満たないことになる
土地 
 

  壁面の位置
の制限 

１．建築物の外壁若しくはこれに代わる柱、バルコニー等又は建築物に附属
する門若しくは塀で地盤面上２ｍを超えるもの（以下「外壁等」という。）
の面から道路境界線までの距離は、０．５ｍ以上でなければならない。た
だし、法第４２条第３項による水平距離の指定を受けた道路の道路境界線
までの距離にあっては、０．３ｍ以上でなければならない。 
２．前項の規定は、建築物の外壁等の中心線の長さの合計が３ｍ以下で、か
つ、地盤面上２．５ｍを超える部分については、適用しない。 
３．道路の見通しの空間として、内角１２０度以下の２つの道路によってで
きた角敷地の建築物の外壁等は、当該２つの道路によってできた角を頂点
とする長さ２ｍの底辺を有する二等辺三角形の底辺となる線を越えて建
築してはならない。 
４．前項の規定は、建築物の外壁等の中心線の長さの合計が３ｍ以下で、か
つ、地盤面上３．８ｍを超える部分については、適用しない。 
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建築物の構
造に関する
防火上の制
限 

建築物の構造は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただ
し、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。 
（１）延べ面積が５０㎡以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火
構造のもの 

（２）卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られた
ものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のお
それの少ない用途に供するもの 

（３）高さ２ｍを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの 
（４）高さ２ｍ以下の門又は塀 
 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画 

建築物等に
関する事項 

壁面後退区
域における
工作物の設
置の制限 

１．壁面の位置の制限として定められた限度の線と、道路境界線との間の土
地の区域については、門若しくは塀、庇、軒、出窓、バルコニー又は屋外
階段等を設置してはならない。ただし、地盤面上２．５ｍを超える部分に
ついては、この限りでない。 
２．道路の見通し空間として確保された区域については、門若しくは塀、庇、
軒、出窓、バルコニー又は屋外階段等を設置してはならない。ただし、地
盤面上３．８ｍを超える部分については、この限りではない。 
 

 
 
「区域については計画図表示のとおり」 
 
（理由）別添理由書のとおり 
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（理由書） 
 
 本地区はＪＲ尼崎駅の北側の市街地再開発事業の施行区域の東側に位置しており、戦前から住宅地として市街
化が進んだ地区である。現在も、戦前に建設された家屋や狭あい道路も多く残り、災害等に対する危険性を看過
できなくなっている。 
 このため、防災性の向上や快適な住環境の形成を図ることを目的に本計画を決定するものである。 

 


